
２月１９日（日）に行われた 第１０回美し国三重市町対抗駅伝において、四日市市が

５年ぶり２回目の優勝を果たし、小山田地区出身の市川

小山田地区出身の市川小山田地区出身の市川

小山田地区出身の市川 唯人選手

唯人選手唯人選手

唯人選手が６区を走り見事

区間賞に輝きました。 おめでとうございます。

小山田地区市民センター

TEL：３２８－１００１

ホームページアドレス

http://oyamada3320.sakura.ne.jp

平成２９年３月２０日

２４号

西陵中学校

４月６日（水）

午後

小山田小学校

４月６日（水）

午前

犬の登録と狂犬病予防注射犬の登録と狂犬病予防注射犬の登録と狂犬病予防注射犬の登録と狂犬病予防注射
生後９１日以上の飼い犬は、登録と狂犬病予防注射を行うことが法律で義務付けられています。

登録は生涯に１回、狂犬病予防注射は毎年１回 「狂犬病予防注射月間」の４～６月に注射する

ことになっています。必ず｢動物病院｣または｢集合注射会場｣で狂犬病予防注射を行ってください。

持ち物

持ち物持ち物

持ち物

・登録のある犬のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お知らせのはがき（３月下旬発送予定）と注射費用

・新たに登録する犬のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・登録費用と注射費用

・市外で登録があり、転入登録する犬のとき・・・前住地で交付された犬鑑札と注射費用

費用

費用費用

費用

・集合注射 １頭につき３，２００円（注射料金２，６５０円＋注射済票交付手数料５５０円）

・登録 １頭につき３，０００円

※

※※

※おつりのいらないようにご協力をお願いします。

おつりのいらないようにご協力をお願いします。おつりのいらないようにご協力をお願いします。

おつりのいらないようにご協力をお願いします。

【注意事項】 ・ご来場の際は事故防止のため、首輪は外れないようにしっかりと付け、犬を制御できる

人が連れてお越しください （制御できない場合は、動物病院での接種をお願いします。）

・フン尿の始末は連れて来られた人が責任を持って行ってください

・雨天の場合でも実施します

問合せ：衛生指導課 ＴＥＬ：３５２－０５９１ ＦＡＸ：３５１－３３０４

小山田地区の小山田地区の小山田地区の小山田地区の日時日時日時日時とととと実施会場実施会場実施会場実施会場

４月１４日（金） １５：０５～１５：２５ 西山町構造改善センター
４月１７日（月） １３：００～１３：２５ 小山田地区市民センター

１３：４５～１４：０５ 和無田町構造改善センター
１４：２５～１４：４０ 鹿間町構造改善センター

＊集合注射は４月のみです＊集合注射は４月のみです＊集合注射は４月のみです＊集合注射は４月のみです



　

問合せ：衛生指導課 ＴＥＬ：３５２－０５９１ ＦＡＸ：３５１－３３０４

４４４４月月月月１３日（木）１３日（木）１３日（木）１３日（木） JAJAJAJA小山田支店小山田支店小山田支店小山田支店 １０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０

鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場 １０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０

マイナンバーカードのメリットについてマイナンバーカードのメリットについてマイナンバーカードのメリットについてマイナンバーカードのメリットについて

①マイナンバーの提示と本人確認を同時に行うことができます。

②e-Taxなどの電子申請ができます。

③平成２９年７月（予定）から、マイナポータルが開設され、行政機関の間での自分の

個人情報のやりとりが、自宅のパソコンから確認できます。

★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて

①通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだお受け取りいただいていない

場合には、市民課までご連絡ください。

②マイナンバーカードを申請されてから数ヶ月以上経過しているにもかかわらず、市役所から

受け取りの案内文書が届いていない場合は、市民課もしくは下記のマイナンバーカードコー

ルセンターまでお問い合わせください。

※※※※マイナンバーカードを申請するにあたり「個人番号カード交付申請書」の氏名・住所等にマイナンバーカードを申請するにあたり「個人番号カード交付申請書」の氏名・住所等にマイナンバーカードを申請するにあたり「個人番号カード交付申請書」の氏名・住所等にマイナンバーカードを申請するにあたり「個人番号カード交付申請書」の氏名・住所等に

変更があると、申請は受付されません。変更があると、申請は受付されません。変更があると、申請は受付されません。変更があると、申請は受付されません。

★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて

紛失した場合には、直ちに警察まで届け出をしてください。あわせて、下記のマイナンバー

カードコールセンターに連絡し、カード機能の一時停止を行ってください。

★★★★マイナンバーカードコールセンターマイナンバーカードコールセンターマイナンバーカードコールセンターマイナンバーカードコールセンター

０１２０－９５０１２０－９５０１２０－９５０１２０－９５－０１７８－０１７８－０１７８－０１７８ （無料）（無料）（無料）（無料） ０１２０－６０１－７８５０１２０－６０１－７８５０１２０－６０１－７８５０１２０－６０１－７８５ （ＦＡＸ）（ＦＡＸ）（ＦＡＸ）（ＦＡＸ）

★マイナンバーカードを再発行される場合の手続きについて★マイナンバーカードを再発行される場合の手続きについて★マイナンバーカードを再発行される場合の手続きについて★マイナンバーカードを再発行される場合の手続きについて

紛失、有効期限切れ等でマイナンバーカードの再交付申請をされる場合は、市役所市民課、

各地区市民センター（中部を除く）、市民窓口サービスセンター窓口にてお申し出ください。

申請の際には、縦４．５ｃｍ×横３．５ｃｍの顔写真をご持参ください。

問合せ：市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２


